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「平成の大合併」期における合併特例債が自治体財政に及ぼす影響

―静岡市の事例を中心に一

川瀬憲子
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おわりに

はじめに

現代は、戦後 3度 日の地方自治制度や地方分権システムの変革期にあたる。そ

の特徴は、少子高齢化、広域行政、行財政の合理化・効率化への対応を大義洛分

とし、戦後 3度 目の長期化、深堀化する国家財政危機を背景として、市町村合併

すなわち自治体の統合再編を財政構造改革の一環として位置づけてきた点にある。

第 1の特徴は、国家財政危機と財政ス トレスの高まりを背景に、財政構造改革

の一環として国の行財政スリム化を図るために、分権改革が実施され、その受け

皿として市町村合併が推進されてきたことである。名目的には地方分権をうたい

ながら、実質的には国による地方版財政構造改革を促すことが市町村合併の最大

の推進要因となつており、そこに日本的特徴をみることができる。それはいわば

新中央集権システムの再構築過程といつてよい。

第 2の特徴は、地方交付税改革と市町村合併推進策が深い関わりをもつている

ことであるЧ。地方交付税特別会計借入金が 1990年代に急増 し、2005年には 50

中1 地方交付税改革をめぐつては、大きくは地方交付税廃止論と存続論に分けられる。前者の
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兆円を突破するまでになり、地方交付税見直しの動きが市町村合併推進要因の 1

つとなつたつ。2∞2年度には人口5万人未満の自治体に対する交付税が大幅に削

減されるなど、平成の大合併推進に際しては「ムチJの役割を果たした。2003年

度からの三位一体の改革では 2006年までの4年間に5兆 1000億円の交付税が削

減され、さらに 2007年度からは新型交付税が導入された。新型交付税の導入によ

つて人為的に不交付団体が拡大されることとなつた。こうした交付税見直 しの一

方で、合併特例債や合併推進債は「アメ」の役割をもつこととなつた。1999年の

合併特例法改正で創設された合併特例債は、元利償還費の7割まで交付税措置さ

れるというものであった。さらに、合併特例法の期限後の 2005年度からは新合併

特例法の下で合併推進債が設けられ、元利償還費の4割まで交付税で措置される

しくみが継続されたのである電。交付税は合併推進の「アメ」と「ムチ」の役割

立場に立つ議論の多くは、交付税よる措置が自治体財政の非効率化を招き、モラル・ハザー ド

をもたらしていると主張しており、離島や中山間地域を除く原則廃止論を唱えている。代表的

な著書には、吉田和男(1998)『地方分権のための地方財政改革』有斐閣、、赤井伸郎・佐藤主

税・山下耕治 (2003)『地方交付税の経済学』有斐閣、佐藤主税 (2009)『地方財政論入門』

新世社などがあげられる。

それに対して筆者らは、後者の立場たつ。幹線道路などのハー ド面においてはナショナル・

ミニマムが保障されてきたものの、教育や幅社などのソフトな面においては、ナショナル・ミ

ニマムが保障されているとは言い難い。所得間格差、地域間格差がますます拡大している現代

においては、地方財政調整制度による財源保障は必要不可欠である。地方交付税のもつ財政誘

導や財政統制機能にこそ問題の本質があり、それらを是正することこそ急務であると主張して

いる (拙著 (2001)『市町村合併と自治体の財政一住民自治の視点から』自治体研究社、重森

暁・関野満夫・り‖瀬憲子 (2002)『地方交付税の改革課題』自治体研究社、拙著 (2011)『「分

権改革」と地方財政一住民自治と福祉社会の展望』自治体研究社などを参照のこと)。

*2 地方交付税特別会計借入金は、国負担分が一般会計に移されたため、地方負担分の30兆円

余りが残された形となっている。
キ3合併特例債は、1999年の合併特例法で創設された地方債で、2005年 3月 31日 までに申請し、

2006年 3月 31日 までに合併した自治体に対して、起債充当率は95%で、元利償還金の 70%ま

で交付税措置されるというものである。また合併算定替えの特例期間は 10年で、その後の激変

緩和期間として5年が設けられている。交付税算定は合併算定替えと一般算定でどちらか多い

方が適用されるというしくみであり、特例期間が過ぎれば一本算定となり大幅に削減されるこ

ととなる。2005年合併新法は、2010年 3月 31日 までの時限立法で、1日 合併特例法の地方税の
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を果たしつつ、本来の財源保障機能と財政調整機能から乖離し、財政統制と財政

誘導を強めていくこととなる。

第 3の特徴は、地域間競争を前提に政令指定都市や中核市指向型の大規模合併

が推進されてきたことであり、それが小規模町村の解消策とも相侯つて急速に地

域間格差あるいは地域内格差を拡大 しつつあることである。1990年代から 2000

年代にかけて、経済のグローバル化、サービス経済化や IT革命などの産業構造

の転換とともに、東京一極集中、大都市圏への資本や人口の集中集積がすすむ一

方、長期化する不況、失業率の増大、少子高齢化の進展、財政危機の深刻化とい

つた事態が進行した。その方策の一つとして位置づけられてきたのが市町村合併

であり、自治体の統合再編によつて基礎的自治体の規模を拡大させ、行財政の効

率化、投資の重点化、広域行政への対応をはかりつつ、行政とくに福祉や教育な

どの分野を中心にアウトソーシング、市場化、民営化を推 し進めゝNPMへの方

向性を強化 しようというものである。2009年の政権交代によつて、地域主権改革

が推進されつつあり、新たな段階を迎えつつある。しかし、その論理はさらなる

市町村の統合再編を前提とした道州制への移行など、自公政権の延長線上ともい

える改革が模索されている。

いま必要なことは、「平成の大合併」は何をもたらしたのかについて徹底的な

事例検証をすることである。2011年の拙著で静岡市の事例検証を試みたが、紙面

の関係上、あまり詳しく展開することができなかつた。そこで、本稿では 2003

年に合併し2005年度から政令指定都市へ移行 した静岡市を事例に、合併特例債と

交付税改革が自治体財政にいかなる影響を及ばしたのかについて、近年の動向も

含めて検証していくことにしたい。

不均一課税、議員の在任特例等は存置されているが、合併推進債は起債充当率 90%、 元利償還

金の 40%まで交付税措置されるというものである。合併算定替えの特例期間は 5年と激変緩和

5年に縮ガヽされている。
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I 構造改革下の分権改革と市町村統合再編

「平成の大合併」は3つの時期に区分することができる。第 1段階は、1995年

から99年までの比較的緩やかな自主的合併の時期であり、大都市圏周辺地域を中

心に展開した。東京都あきる野市や西東京市、兵庫県篠山市などはその典型的事

例である。大都市圏周辺部における都市化・広域化への対応をうたつたという′点

で共通した傾向をもつ。

第 2段階は、99年特例法改正から2005年 3月 の特例法期限に至るまで、政府

・総務省主導の財政誘導型の市町村合併がすすめられた時期である。この時期に

は、浦和市、大宮市、与野市の合併や静岡市と清水市の合併にみられるような政

令市倉1造型合併や、周辺の小規模町村を含めた広域的な合併が全国的に展開した。

1999年以降の市町村数の変遷をみると、1999年には、3,232市町村 (670市 19%

町 568村、3月 31日 現在)であったが、2005年 2,192市町村 (753市 1157町 282

村、10月 13日 現在)と なつており、2006年 3月 31日 には 1821市町村に、2010

年 3月 末には、1,727市町村 (786市、757町、184村)と 半分近くにまで統合再編

されているのである (2010年 3月 31日 現在の申請済みベースによる。都道府県

別の状況については (表 1)。 とくに、新潟県、広島県、愛媛県では7割以上も

市町村数が減少している。

第 3段階は、新市町村合併特例法、地方自治法改正、市町村合併特例法改正の

いわゆる合併関連 3新法のもとで、小規模町村の解消を全面的に打ち出している

時期でもあり、「自主合併」から「半強制合併」への色彩がさらに強められてい

るところにその特徴がある。

小規模町村への解消策が論じられたのは、地方制度調査会専門小委員会の西尾

私案 「基礎的自治体のあり方について」 (2002年 H月 )において、一定の人口

規模に満たない自治体の解消を目標とする見解が示された点に求められる。そこ
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では、都道府県が補完するという「事務配分比例方式Jと 基礎的自治体へ編入す

るという「内部団体移行方式」という具体案が示され、多くの自治体に衝撃を与

えるものであつた。ただし、人口要件については示唆されなかつたが、数値が具

体化されるのは「自民党プラン」においてである。 「人口1万人未満」を小規模

町村として、窓口業務などに限定する方針が打ち出されたのである。自治体数に

すれば約半数にあたる。

これを受けた地方制度調査会最終答申 (「答申J)では、人口1万人未満の小

規模町村解消や政令指定市をめざす合併などをさらにすすめていく方針が掲げら

れた。それと同時に、小規模町村解消策に強く反対してきた全国町村会などの提

案を受けて、合併の可否にかかわらず、「地域自治組織Jが基礎的自治体の事務

を分担し、コミュニティを単位とする地域づくりを行う点なども提起された。

こうした状況の下で、20餌 年 5月 に合併関連 3新法が制定された。それは、「白

主合併」から「半強制合併」へという性格を一層際だたせ、これまで合併の是非

については市町村の自主的な判断に委ねるとされてきた方針を一転し、都道府県

知事の権限をさらに強化するものであつた。なかでも、新市町村合併特例法では、

財政的な特典が原則廃止となり、都道府県知事は「法定合併協議会」の設置を市

町村に勧告できるようになり、勧告を受けた市町村長は、協議会設置を議会に諮

ることが義務づけられた●。

輩4新市町村合併特例法には、「都道府県は基本指針に基づき、都道府県の区域内において自主

的な市町村の合併を推進する必要があると認められる市町村を対象とし、自主的な市町村合併

の推進に関する構想を定める」という規定が掲げられた。ただし、「都道府県知事は構想対象

市町村に対し、合併協議会を設けるべきことを勧告しようとする時は、あらかじめ対象市町村

の意見を聴かなければならない」とされ、形式的には市町村 の意見を聞くことが建前となつ

ている。しかし、「勧告を受けた市町村の長はそれぞれ 議会を招集し」、協議会設置を議会

に諮り、議会がそれを否決した場合には、合併協議会設置を選挙人の投票によつて決定すると

いう手段にまで言及されていた。さらに、合併協議会設置以降にも、知事の関与が認められ、

「都道府県知事は必要があると認める時は、構想対象市町村に対し、合併協議会における市町

村の合併に関する協議の推進に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる」、「都

道府県知事は市町村に勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる」などと
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同法では、「合併特例区」の設置が明記された。これは、合併から5年に限り

旧市町村の区域、または複数の旧市町村を合わせた区域を単位とするもので、法

人格をもち、土地、施設などを所有して管理できるというものである。ここでは

市町村長が選任する特別職の区長が置かれ、地域振興や福祉、清掃などについて、

ある程度独自の判断で事務ができることになつている。また、区長が地域の重要

事項を実施する時は、「合併特例区協議会」の意見聴取が必要であるとされてい

る。いずれにしても激変緩和措置として、一時的に「合併特例区」や準議会にあ

たる「合併特例区協議会」を設けて自治のしくみを整えようというものであるが、

長による任命制などをみてもわかるように、1日 自治体単位の自治という側面から

みれば問題の多い制度であった。

一方、地方自治法改正では、「地域自治区」の設置が盛り込まれた。これは合

併しない場合でも、市町村が小中学校の学区など一定の区域を単位に「地域自治

区」を設置できるというもので、「合併特例区Jと ちがつて法人格は持たず、長

も一般職の事務所長になる。合併後の自治体の長が地域住民から選んで構成する

「地域協議会」の意見をとりまとめ、地域福祉や窓口業務などを分担するという

ものであるが、上越市のように地域自治組織を活用した新しい自治の形成にJL戦

しているところもある。

これまでみてきたような小規模町村解消策によつて、全国的に急速に村が減少

するという事態がおこつた。20“ 年 2月 現在、全国 5″ 村のうち 7割以上の 392

村が市町村合併の枠組みを決定し、法定、任意いずれかの合併協議会に加入 して

おり、残る 155村の内、単独存続はわず力■こ侶 村となつていたのであるう。小規

いつた権限が規定されていた。

ホ5「合併しない」自治体の中には、核燃料リサイクル施設を抱える青森県六ヶ所村や、大企業

を抱える鳥取県日吉津村などのように財政基盤の強い自治体が目立つ。2005年現在、兵庫県と

香川県には村がなく、合併協議によつては、栃木、埼玉、千葉、石川、静岡、滋賀、大阪、和

歌山、広島、山口、愛媛、佐賀、長崎、大分の 14府県でも村がなくなる方向へとすすんだ。そ

の後、静岡県などでは村が消失している。
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模町村が遠隔地の都市などに編入された場合、役場の統廃合などによつて、これ

まで役場が果たしてきた機能が低下するため、急速に衰退していく可能性がある。

2005年 7月 に 12市町村が合併 した浜松市では、都市内分権を強調していたが、

政令指定都市への移行後、地域自治組織も廃止も含めた大幅見直しの方向で議論

がすすんでいる。 7つの区が設けられたが、区制さえも廃止する方向での検討も

行われている。都市内分権と住民参加をいかに保障していくのかが課題となるだ

ろう。

全国で多くの自治体が政令市創造型合併を目指す傾向にあるが、政令市が増え

都道府県が空洞化すれば、一挙に都道府県合併と道州制への移行というシナリオ

が具体化する可能性がある。静岡県では、静岡市 (中部)、 浜松市など天竜浜名

湖地域 (西部)、 沼津市など (東部)の 3都市で広域的な政令指定都市をめざす

動きが活発化した。約 330万人の静岡県内に 70万以上の政令市が 3つ誕生すると

いうことになれば、県権限や財政規模は極端に縮小していくこととなろう。こう

した事態は、各地で展開しているも。

また、政令指定都市制度には、移譲される事務に比べて移譲される財源が少な

いために地方交付税依存型の財政構造にならざるを得ないといつた問題がある。

地方交付税交付金制度については、その見直しがすすめられ、段階補正の見直し

などを通じて小規模町村への交付税削減が実施されていることは周知の通りであ

る。都市型合併によつて交付税依存型の都市が増えればそれだけ財政の自主性も

損なわれることとなり、合併特例債の斎 IJ償還金の 7割が後年度の地方交付税に

算入されるといつても、それが金額として保障される論理はまったくない。こう

した中で、2003年 4月 における統一地方選挙でも争点となつたように誓、神奈川

*6例えば、新潟市では、2005年 3月 21日 に周辺 11町村を編入合併された。合併後の人口は約

71万 3●00人で、日本海側初の政令指定都市をめざすというものであつた。さらに新津市とも

合併協議中であり、編入されれば 78万人となる。政令市への移行は 2007年 4月 である (「市

町村合併 :新潟市など、協定書調印J『毎 日新聞』2004年 3月 15日 夕刊).
*7全国で70の市町村長選で市町村合併が争点となつた。当時の数値でいえば、3,187市町村の
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県平塚市 (3市 3町による「湘南市」構想)や大阪府高石市 (堺市との編入合併

構想)な ど大都市圏内の自治体で、大型合併による自治体規模の拡大に反対した

市長が当選するといった状況も生み出されている鶴。

また小規模町村の間でも、編入合併や広域的合併に対する反対論が各地で展開

した。それは、広域的な合併を行つた場合、編入町村にとつてみれば役所などの

公共施設統廃合に伴って地域的な衰退がもたらされる可能性が高く、公共料金や

サービス格差をめぐつてどちらに標準をあわせるべきか、あるいは新しいまちづ

くリビジョンをどうするのかなど合併前に十分な論議が必要であり、期限付きの

性急な合併策には多くの問題があるためである。例をあげると、1石川県野々市町

は、政令指定都市構想をもつ隣の金沢市との合併を拒否した現職が当選した。野

々市町は、「昭和の大合併」の際に自治体が分断されるという「合併の爪痕」を

経験した自治体でもある。秋田県鷹巣町では合併すれば福祉サービスが維持でき

ないとして、選挙にて合併反対の町長が選出されている。このことは、少子高齢

社会が狭域的福祉サービスの充実を求めていることと関係 しているといえる。

Ⅱ 静岡市財政からみた「市町村合併Jと 「三位一体改革」の影響

1 静岡市経済の現状

では,「平成の大合併」によつて、自治体財政はどのように影響を受けたのか。

ここでは、静岡市と清水市の政令指定都市指向型合併事例をもとに検証しておく

ことにしようり。

うち法廷協議会 38.8%、 任意協議会 20.3%、 研究会など20.9%と 全体の8割以上が何らかの形

で合併を検討していた。

*8「03統一選 合併大決算 街の未来図期待と現実」『朝日新聞』2003年 4月 29日 付朝刊。

*9 静岡県内では、2003年 3月 31日 に 74市町村であつたのが、2010年 3月 23日 現在で35市

町にまで再編された。2008年 4月 1日 には、榛原刑 ‖根町の島田市への編入、同 8年 11月 1

日には、庵原郡由比町の静岡市への編入、庵原郡富士川町の富士市への編入、志太郡大井川町
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静岡市は、2003年に清水市と合併し、2005年度から政令指定都市へと移行した

都市である。2009年現在の市人口は、72万 7,470人で、区別人口では、葵区 26

万 846人、駿河区21万 2584人、清水区 24万 5040人 となつている。人口動態で

は、自然動態でも社会動態で減少傾向を示している。産業別人口動態をみると、

総数では 2003年度の約 38万人から2006年度には 35万人余 りにまで減少してお

り、特に建設業と製造業で 1万 5,000人減 と目立っている。事業所数でも、お,058

ヶ所 (2003年度)から 38,771ヶ 所 鬱006年度)にまで減少しており、全体とし

てサービス経済化が進行 している事実がうかがえる。第 3次産業の比重は 68%で

あり、第 1次産業3%、 第 2次産業 27%(2005年度国勢調査)と いった産業別構

成となっている。

合併した直後の 2004年度から2007年度までの間の企業の倒産状況をみると、

静岡地区 では 20餌 年 62件 (負債額 95億円)、 2007年 54件 (負債額 鉾5億円)

と、件数では減少しているが負債額の大きい大型倒産があつたことがうかがえる。

清水地区では、20∝ 年に 21件 (負債額 106億円)、 2∞7年に 16件 (負債額 20

億円)と なつている。この間に生活保護世帯も急増している。2003年度から2007

年度までの統計をみると、全国の趨勢と同様に、2003年度の 2,774世帯 (3,928

人)から2007年度には 3,752世帯 (5226人 )と なり、千人あたりの保護率も5.6

°/00か ら 7.5‰ にまで拡大した。国民健康保険加入世帯の状況をみると、加入率は

50%近くで、静岡地区と7青水地区を比べると、静岡地区で 48.1%、 γ青水地区で 52.6

%と やや清水地区の加入率の方が高くなつている。近年の高齢化や貧困化の影響

を受けて、資格証発行世帯も多く、2007年現在の統計値では、短期資格証発行世

帯を含めると実に 2927件 と3,000件近くにも達 している。2008年以降のリーマ

ンショックに端を発する不況下でさらにその数値は拡大する傾向にある。

の焼津市への編入、2009年 1月 1日 には志太郡岡部町の藤枝市への編入などが実施されてきた。
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2 静岡市と清水市合併の経緯と合併直後の財政

静岡市と清水市の合併は、1997年に住民発議によつて法定合併協議会が設置さ

れ、2003年度から新設合併という形で人口約 71万人の都市が形成された事例で

ある■0。 1995年の合併特例法改正によつて創設された住民発議制度が活用された

点でも注目された。有権者の 50分の 1の署名によって合併協議会設置の直接請求

ができるというものであり、自主的合併を促進する目的でつくられたものである。

合併協議会では、静岡市と清水市の中間に位置する東静岡地域の拠′点開発構想を

中心に、合併特例債の活用を含めて新庁舎の建設、新幹線の新駅建設 (調査)、

バーチャル水族館・オペラハウス、日本平の総合的整備事業(こ ども科学館建設、

清掃工場建設計画などの公共事業が、両市の総合計画に上乗せする形で次々に企

画立案されたЧl。

合併協議については住民への情報公開はなされたものの、まつたく住民不在の

まま論議が展開した。合併前に策定された新市建設計画は、10年間で約 5,582億

5,000万 円であり、10年間に 1兆 3450億円の税収増が期待できるという試算や合

併特例債などの財政優遇措置への多大な期待から、将来の財政見通しの甘い極端

ともいえる積極財政が打ち出されていたのである。こうした動きに対 して、2002

年には合併の是非を問う住民投票条例制定を求める署名約 10万票が両市議会に

提出されたが、両市議会で否決された。有権者を対象としたアンケー ト調査 (朝

日新聞機 によると両市で反対が過半数となつた。事実上の編入合併 となる旧清

水市のみならず、旧静岡市でも反対意見が多いという状況下での合併であつた。

合併当初の予算をみると、静岡駅前北口地下駐車場エキパ (約 60億円)、 静岡

駅前南口再開発事業による静岡科学館の建設 (約 67億円)が完成 しており、合併

支援策の一環として依存財源が増額され、それが一時的に一種の「合併バブル」

ホ10静岡市は 2003年度に清水市と合併に至ったが、その後東に位置する由比町と蒲原町の編入

合併が行われた。蒲原町では町長へのリコール運動にまで展開した。

*H 静岡市新市建設計画による。
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を発生させる要因となつていた。全体的に地方税収入などのいわゆる自主財源が

減少する一方、地方交付税が27.5%増、国庫支出金が23%増 といわゆる依存財源

が増加し、地方債は実に32%もの増加率を示していた
+12。

ところが、合併から2年目の2004年度には、深刻な財政難に陥り、次々に新市

建設計画に掲げられた事業が頓挫していくこととなる■3。 しかも、財源不足額を

補うためにほとんどの基金を枯渇させてしまうほどその事態は深刻となった。そ

れは、政府への合併支援策に依存したために、三位一体の改革による影響を強く

受けたためである。加

“

年度一般会計当初予算の総額は■459億円であるが、市

税収入見込額が、1,204億円と前年度比にして29億円の減少となり、合併前の両

市の税収総額 1,235億円 (2000年度)と比べると、Hl億円も減少したである。

=位一体の改革によつて、全国的に総額 2兆 9,000億 円 (臨時財政対策債を含む)

も地方交付税が削減されたが、静岡市でも70億円 (交付税 39億円の削減、臨時

財政対策債 31億円の削減)の減少となった。これらの財源不足額は、財政調整基

金柁億円のうち全額に近い囀億円、各種基金から17億円を取り崩して補てんさ

れた。一方、合併特例債は51億円が盛り込まれ、城東保健福祉ェ リア整備事業 (子

育て支援センターなど)18億円などが充てられることとなつた。合併特例債 400

億円 (限度額 41億円)の うち、2003年度と2004年度を合わせて 1増 億円 (一

部は基金)にのぼる。2∞3年度から2006年度までの間に79事業が着手された。

その内訳 2006年度までの充当額は表 5に示されるとおりである。

一方、合併記念事業としての日本平の総合的整備事業 (101億円)やごみ処理

施設の建設事業 (約 360億円)などを除く新市建設計画のほとんどが次々に頓挫

し、その見直しがもとめられることとなつた。しかも、福祉、教育、清掃面を中

心に民間委託が進行している。20“ 年度からは一般家庭可燃ごみ収集業務、病院

*12 静岡市予算書など財政関係資料による。

ネ13 詳しくは、拙稿 (2005)「 1999年度合併特例法改正以降の大規模の市町村合併と自治体

財政一静岡市・清水市合併の事例研究一」日本地方財政学会編『地方財政のパラダイム転換』
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経営事業、公害関係環境調査業務、静岡科学館 (20“ 年 3月 開館)など、2005

年度からは上下水道施設、衛生センター、市営住宅維持管理業務など、さらに学

校用務員、学校給食、保育園、衛生試験所、公民館、図書館などが民間委託され

ていつたのである。

それに加えて、公共料金が一斉に引き上げられることとなつた
手14620“ 年度か

らは国民健康保険料が最大で2.1倍、所得 215万円の階層で 13万円から27万円

に、市立幼稚園の入園料は旧清水市ではゼロであったのが 2,400円 に、学童保育

料は旧清水市で月 1,500円 だつたのが■000円の引き上げに、旧清水市立看護学校

授業料は 7万 2,000円から10万 2000円へと41%も引き上げられるなどといった

事態となり、とくに公共料金が低かつた旧清水市において大幅な負担増が引き起

こされた。学童保育に関していえば、旧静岡市では月額 9,500円であり、旧清水

市にて年々引き上げられることとなつた。学童保育サービスに関して言えば、旧

清水市では低学年が中心で保育時間も旧静岡市に比べると短かったのに対して、

旧静岡市では高学年も対象にしており、保育時間も午後 6時までといったように、

市民ニーズに合つた比較的高い水準のサービスが提供されていた。ところが、合

併直後から旧静岡市の学童保育サービスの対象が低学年を基本とする方式とな

り、高学年に対する基準は厳格化されることとなつたのである。その過程で、旧

静岡市において多くの学童がサービスの対象から外されることとなった・15。

さらに、2005年度からは、合併によつて 50万人以上の都市となったことで地

方税法の規定により住民税均等割が 1人 500円引き上げとなるほか (総額 1億

3,000万 円)、 2∞6年度から政令市への移行に伴って市街化区域内農地の固定資

産税が宅地並み課税 (5年間で段階的に引き上げ)が実施されたため、最終的に

勁草書房、67‐89頁を参照.

キ14公共料金の比較は、 1日静岡市、1日 清水市、合併後の静岡市各課のデータをもとに整理した。

ヒアリング調査などを通じて入手したデータが大半である。

半15 筆者自身が、当時 1日静岡市にて学童保育サービスを受けていたが、合併直後に受給資格が

厳格化されて多くの学童が対象外とされる事態を体験した。
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は約 16億円の増税となる■6。 ここにおいて、「サービスを低い方に、負担を高い

方に」合わせざるを得ない状況が顕著にみられることとなり、市民の負担増と住

民サービスの著しい低下を招いている事実が明らかとなつたのである6

Ⅲ 政令指定都市への移行と静岡市財政のゆくえ

静岡市は、2005年度からは政令指定都市へ移行した。 3つの区が設けられ、旧

静岡市南部に位置する駿河区役所が lヶ 所新設となった。全国の政令市のなかで

は最も区の数の少ない都市となる。そこで問題となるのが、現行の政令市制度の

下では、都道府県から移譲される事務に見合つた自主財源が保障されないため、

地方都市ほど交付税依存型の構造とならぎるを得ないという′点にある。

表 6と表 7により、2009年度予算 (一般会計 2,820億 円)についてみると、こ

の年は新西ヶ谷清掃工場や駅前再開発に伴 う市立美術館建設の最終年度にあた

る。歳出面では総務費が約 358億円となつているが、これには紺屋町再開発ビル

内市立美術館経費が含まれている。民生費は前年度よりも8億円多い 639億円と

なつているが、土木費は約 638億円とほぼ民生費に匹敵する金額が計上されてお

り、類似都市と比べてみても、土木費突出型の財政構造になつていることがうか

がえる。歳入面では、市税が前年度よりもあ億円減の 1,273億 円となり、とくに

法人市民税が 109億 円と前年度に比べて 41億円減
｀
と大幅な落ち込みとなつた。地

方交付税は 104億 円の見込みだが、臨時財政対策債 104億円 (37億円増)、 市債

535億円 (64億円増)と 大幅な増加となり、財政調整基金 35億円の取り崩しなど

によって賄われる見通しである。臨時財政対策債という赤字地方債を大量発行せ

ざるを得ない状況が顕著である。

さらに、2010年度当初予算をみると、一般会計2,667億円と、2009年度に比ベ

*16静岡市では、地主約 8,000人 、農家約 3,500戸の農地の評価額が宅地並みに引き上げられる

ため、実質的な平均課税率は一人当たり平均 12万円から30万円に約 2.5倍引き上げられる。

13-



て 153億円のマイナス (5,4%減)と なつており、2年連続のマイナス予算である。

この年は第 2次総合計画の初年度にあたり、第 2東名 自動車道のアクセス道路関

連経費などが盛り込まれる予定になつている。歳出面についてみると、民生費が

生活保護費の増加や民主党政権下での子ども手当創設の影響などを受けて、前年

度よりも97億円多い 737億円となつている。土木費は前年度に比べて 65億円減

の 574億円となつているが、この中には東静岡駅前ガンダム設置予算 8億円や清

水駅前再開発こどもクリエイティブランド(3年間で 15億円)予算などが含まれ

ている。歳入面では、市税が、前年度比で 4.2%減の 1,219億円となつており、依

然として市税の落ち込みが著しいことがうかがえる (表 8)。 個人市民税は 囀 1

億円で前年度比 8.9%減、法人市民税は、90億円で前年度比 17.9%減 とリーマン

シヨック以降の不況を反映して大幅な落ち込みとなつている。一方、地方交付税

は、政権交代後に増額されたこともあつて、前年度よりも21億円多い 125億円と

なっており、市債も前年度よりも Hl億円少ない伐5億円となつている。

そこで、この 10年間の地方交付税 (臨時財政対策債を含む)の動きをみてみよ

う (合併前後の財政については、付表 1か ら4を参照)。 図表 ■は、静岡市にお

ける地方交付税と臨時財政対策債の推移 (2∞1～2010年度)を示 したものである。

同図表により、合併後に三位一体改革の影響を受けて交付税が減少傾向を示して

いる点と臨時財政対策債の比重が大幅に拡大している点が指摘できる。また、図

表 2は静岡市における市債残高の推移を示 したものである。同図表により、合併

後に通常債は相対的に縮小傾向にあるが、合併特例債と臨時財政対策債を含めた

数値では大幅に借入金が増加 している点が明らかとなつている。

最後に、静岡市財政の現状と課題を整理 しておこう。

まず第 1に、都市基盤整備が優先されていることである。2009年 6月 に富士山

静岡空港が開港しアクセス関連道路投資が拡大していること、清水港新興津第 2

バースエ事が着工され、第 2東名高速道路や中部横断自動車道などアクセス道路

関連を含めた大規模社会資本整備に高い優剣瞑位がつけられていることである。
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第 2に、人員削減計画を含めた自治体リストラが推進されていることである。

2006年 2月 に策定された行財政改革推進大綱実施計画では、2009年度までの 5

年間に380人 (5.7%)の職員定数削減をする計画となつており、そうした計画に

沿つた形で人員削減がすすめられてきた。今後もさらなる人員削減計画が実施さ

れつつある。また、事務事業の見直しや指定管理者制度への移行も積極化してい

る。2007年度までに185施設で導入され、2008年度に4施設導入されるなど、さ

らなる事務事業の見直しが進行中である。この過程で、非正規職員の増加がすす

み、官製ワーキングプアが拡大している。

第 3に、退職手当債の発行と財政健全化に向けた合理化計画がセットで進めら

れていることである。2008年度から20H年度まで毎年 60億円から80億円程度

の退職手当債の発行が予定されているが、これらを加えても概ね 90億円から110

億円程度の財源不足が生じるという厳しい見込みである。事務事業のさらなる見

直し、行財政改革の推進、財政調整基金取り崩しなどがすすんでいくこととなる。

第4に市債累積残高が累増していることである。市民 1人当たりの地方債現在

高 (2006年度決算)は、静岡市 46万 4,柁0円 と、県内市の中で2位となつており、

県内市平均約 38万円と比べてもはるかに多い数値となつている。

第 5に、こうした財政難を背景に国民健康保険料が2004年度から3年連続引き

上げされるなど市民の負担増がもたらされていることである。全国的に市債発行

額は抑制傾向にあるが、合併特例債活用を高らかに謳い、合併特例債約 480億円

のうち7割が交付税されることなどで、10年間に1兆円以上の税財源が増えると

いう見通しのもと、新市建設計画で駅周辺再開発事業を含む公共事業を拡大して

きた自治体財政はもはや破綻に近い状況にまで追い込まれている。いま実質的に

増えているのは地方交付税というよりむしろ、臨時財政対策債という名の赤字地

方債であり、それはやがて自治体財政負担ひいては市民の負担をさらに大きくし

ていくこととなろう。
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おわりに

これまで論じてきたとおり、分権の受け皿としてすすめられてきた市町村の統

合再編は、人件費のさらなる削減、サービスカットや受益者負担増の引き金とな

つている。都市の人口規模や財政規模が大きくなればなるほど、合併特例債や合

併推進債を中心とした大規模公共事業がすすむ一方で、大幅な人件費削減と投資

の重ψ点化が進行している。そのために、合併した地域内での格差が拡大している

のである。その最大の要因は、市町村合併をすすめる最大の要因が地方交付税を

減らすことにあり、自治体リス トラが推進されるのである。

本稿で静岡市財政を事例に検証したところ、合併特例法では、合併特例債に対

しては 7割が事業費補正という形で交付税措置されることが謳われていたが、

「三位一体の改革」による交付税の削減や新型交付税などの影響を受けて、実質

的にほんのわずかしか財源保障されていないことが明らかとなつている。その結

果、地方債のみが大きく膨らみ、市民の負担増へと転嫁される構図が浮き彫 りと

なつた。合併特例債による交付税措置を「アメ」としてすすめられた市町村合併

は、財政構造改革の影響で市財政に多大な影響を及ぼし、行政サービスの合理化

や公共料金の引き上げなどによつて市民の生活難を拡大させているのである。

ところで NPMは、1980年代のサッチャー政権下のイギリスなどで導入された

手法であり、上からの改革という色彩ものであつた。1990年代にヨーロッパで導

入された NPMは、分権的要素が強いのが倒敦で、スウェーデンのフリーコミュ

ーンなどはその典型的なものである。近年では、新 しい公共論やガバナンス論と

結合 して、新たな展開をみせているが、日本の場合には、1980年代の新自由主義

=新保守主義的な色彩が強く、そのことが社会福祉の縮小と受益者負担の拡大を

もたらしている。

市場化テス トや指定管理者制度■7な ども NPM手法の一つであり、公務員の定

*17 指定管理者制度は、2003年に公の施設の管理に関する地方自治法の一部を改正する法律に

よつて導入されたもの (2003年法律第 81号)である。
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員削減に用いられている。公務員の定員管理によつて、性質別歳出に占める人件

費の割合も低下してきている。1986年度に 31.9%であつたのが、2005年度 27.9

%にまで低下しており、都道府県では約 30%、 市町村では約 20%と 、市町村合併

の影響を受けて、市町村の人件費の割合が低下してきているのである。民間委託

すれば、委託費が増カロするころになるが、委託費がかなり増加 している自治体も

ある。埼玉県の市民プールで少女が排水溝に吸い込まれるという事故が発生した

が、これは民間委託によつて、人件費抑制が徹底化され、市民の安全管理が不十

分であつたことが原因であつた。行政責任の所在が不明確となった点も原因の一

つである。

現行の分権改革においては、道州制も最大の論点である。2009年 6月 に閣議決

定された民主党政権下の「地域主権戦略大綱」では、ではいわゆる「道州制」に

ついての検討も射程に入れていくとしており、今後とも基礎白治体である市町村

合併をさらに推進させていく可能性もある。自民党政権のような都道府県の強制

合併は行わず、あくまでも自主的合併であるべきとの見方が示されているが、今

後、道州制推進基本法案策定など道州制をめぐる動きが活発化 していくことが予

想される。道州制導入によつて、国による垂直的財政調整制度や財源保障機能を

欠いたまま、州内の財政調整に力点が置かれて、効率J性のみが追求されるとすれ

ば、州間、州内の格差はさらに拡大 し、投資の重点化によつて州都への投資のみ

がカロ速化されることとなろう。

全国町村会では、「道州制の導入によりさらに市町村合併を強制すれば、多く

の農山漁村の自治は衰退の一途を辿 り、ひいては国の崩壊につながつていく」と

して、道州制反対決議を行つている■8。 ぃま改めて、基礎自治体である市町村や

都道府県の役割の重要性を確認し、分権社会にふさわしい現代的地方自治のしく

みを構築していく必要がある。これまで中央集権型国家システムから分権型共同

参画福祉社会への転換と土建国家型財政構造からの脱却を提唱してきた。分権型

*18 全国町村会ホームペー洩

17-



共同参画福祉社会の担い手は、自治体のみならず市民や NPOであり、自治、参

加、民主主義をモットーに、ボトムアップ型・参加型のシステムヘの転換がもと

められているといえよう。

表 1 都道府県別市町村合併の状況

0010年 3月 31日現在)

都道府県名 19993.31

の

市町村数

2010.3.31

の

市町村数

減少塁

内訳 内訳

市 町 村 市 町 村

北海道 212 34 154 24 179 35 129 15 15。 (

青森県 67 8 34 25

“

10 22 8 4〔 ).(

岩手県 59 13 30 16 34 13 16 5 42.

宮城県 10 59 2 35 13 21 50,

秋田県 69 9 50 10 25 13 9 3 63.〔

山形県 44 13 27 4 35 13 19 3 20

福島県 90 10 52 28 59 13 31 15 34`

茨城県 85 20 48 44 32 10 2 48.1

栃木県 49 12 35 2 27 14 13 0 44.

群馬県 70 33 26 35 12 15 8 50.(

埼玉県 92 43 38 64 』 23 1 30.

千葉県 80 31 44 5 54 36 17 1 32J

東京都 40 27 5 8 39 26 5 8 2.1
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申奈j:1県 り
０ 19 17 33 19 13 1 lQ酬

斤潟県 112 20 57 35 30 20 6 4 73.2網

冒山県 35 9 18 8 15 10 4 1 57.1%

ヨ川県 41 8 27 6 19 10 9 0 53.7%

冨井県 35 22 6 9 8 0 51.喘

L梨県 64 7 37 20 27 13 8 6 57.8%

1野県 120 36 67 77 19 23 35 35.80/0

支阜県 99 14 55 30 42 21 19 2 57.6%

静岡県 74 21 49 4 35 23 12 0 52.7%

離知県 88 31 47 10 57 37 18 2 35.20/1

重県 69 13 47 9 29 14 15 0 58.0%

弦賀県 50 7 42 19 13 6 0 62.00X

貫都府 44 12 31 26 15 10

“

.90X

た阪府

“

33 10 43 33 9 2.3%

ミ庫県 91 21 70 0 41 29 12 0 54,9%

良県 47 10 20 39 12 15 12 17.0%

u歌山県 50 36 30 9 20 40.00b

詩取県 39 4 31 4 19 4 14 51.30/0

鵠根県 59 8 41 10 21 8 12 1 64.40X

司山県 78 10 56 12 27 15 10 2 65.4%

広島県 86 13 67 6 23 14 9 0 73.304

山口県 56 14 37 5 19 13 6 0 66.1%

恵島県 50 4 38 8 24 8 15 52.0%

瞥川県 43 5 38 0 17 ８

″

9 0 60.5%

愛媛県 70 12 44 14 20 9 0 71.40/6

Ｌ
ヽ
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高知県 53 9 25 19 34 17 6 35.81

福岡県 97 24 65 8 60 28 30 2 38.1

佐賀県 49 37 5 20 10 10 0 59.21

長崎県 79 8 70 1 21 13 8 0 73.41

熊本県 94 62 21 45 14 23 8 52.11

大分県 58 36 18 14 3 1 69.0

宮崎県 44 9 28 26 9 14 3 40,9

鹿児島県 96 14 73 9 43 19 20 4 55。2

沖縄県 53 10 16 27 41 19 22.6

3,232 670 1,994 568 1,727 786 757 184 46.6

(資料)総務省資料による。

表 2 静岡市産業別就業人口0に)

産業分類 2003年度 産業分類 2006T度

総数

農業

林業

漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・

熱供給・水道業

380,947

162

61

31

135

30,381

71,820

2,473

総数

農業

林業

漁業

鉱業

建設業

製造業

電気・ガス・

熱供給・水道業

353,623

227

71

80

179

25,867

61,096

2,268
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運輸・通信業

卸・小売・飲食店

金融 。保険業

不動産業

サービス業

公務

25,046

118,814

12,665

4,197

101,396

13,766

情報通信業

運輸業

卸・小売業

保険・金融業

不動産業

飲食店 `宿泊業

医療・福祉

教育・学習支援業

複合サービス事業

その他サービス業

公務

7.335

19′71

8Q915

10,452

5,196

27,385

27,609

16,219

3,664

54,108

11,181

(資料)静岡市 (2008)『静岡市統計書』より作成。

表 3 静岡市における生活保護の推移 r2tXB年度～2007年度)

年度 世帯 人員 保護率 (9603

2003年度

20餌年度

2005年度

2006年度

2007■
「 燿彗

2,774週ヒ瑠浄

2,925世帯

3,159世帯

3,47世帯

3,752世帯

3,928A

4,119人

4,423人

4,833ノk

5,226人

5.6

5.8

6.3

6.9

7.5

(資料)静岡市資料により織
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表4 静岡市における国民健康保険加入世帯の状況 C2CX17年度)

加入世帯 143,157世帯

静岡地区  93,081

清水地区  50,076

資格証明書発行世帯0006年度)

(短期資格証明書を含む)

加入率 の .6%

48.1

52.6

2ρ27′キ

(資料)静岡市資料により作成

表5 静岡市合併特例債関連事業 42CIB年度～ )

2006年度まで

の充当額

2007年度以降

の充当額

合計額

東静岡地区新都市拠点整備事業

清水駅西土地区画整理事業

静岡駅前紺屋町地区市街地再開発事業

城東エリア保健福祉複合施設整備事業

日本平パークウェイ整備事業

駿河区役所建設事業

静岡病院建設事業出資

小中校舎・体育館耐震化事業 (清水地國

西ヶ谷清掃工場建設事業

消防ヘ リコプター整備事業

静岡市立美術館整備事業

蒲原地区市民センター整備事業

約32億円

約8億円

約礁 円

約47億円

約哺 円

約19億円

約嫌 円

約13億円

約3億円

約53億円

約 18億円

約 11億円

約24億円

約

“

億円

約 1惨億円

約 12億円

約 ‐p億円

約 12億円

約85億円

約26億円

約15億円

約47億円

約8億 円

約19億円

約%億円

約57億円

約1餓億円

約12億円

約り億円

約 12億円
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JRI薙駅周辺整備事業

小中校舎・体育館耐震化事業 (蒲原地D

清水駅東地区文化施設整備事業

日本平動物園再整備事業

有度山総合公園整備事業

合  計

16 静岡市下般会計当初予算 (2009年度と2010年度) 単位 ;千円、%

ヨ的別歳出

約 136億円 約338億円

約25億円

約1億円

約″礁 円

資料)静岡市資料により作成

当初予算 融 当初予算 構成比 増減率%
潟会費 1,077,624 0.4 1,052,841 0.4 -2.3

念務費 35,894,772 12.7 30,407,292 11.4 -15.3

ミ生費 63,920,165 22.7 73,664,132 27.6 15.2

新生費 30,337,010 10.8 25,370,022 9.5 -16.4

浄働費 665,561 0.2 701,863 0.3 5.5

妻林水産業費 5,173,189 1.8 4,711,885 1.8 -8.9

的工費 4,938,708 1.7 5,422,970 2.0 9。 8

鉢 費 63,847,406 22.6 57,378,878 21.5 -10.1

肖防費 8,650,401 3.1 8,242,413 3.1 -4.7

餃育費 25,255,951 9`0 19,863,435 7.5 -21.4

足害復旧費 482,127 0。 2 861,101 0。 3 78.6

鞭 費 41,457,700 14`7 38,738,600 145 -6.6

者支出金 99,386 0.0 84,568 0.0 -14.9

琳 費 20,000 0.1 200,000 0.1 0

針計 282,000,000 100。 0 266,700,000 100.0 -5.4

彗料)静岡市『平成22年度当初予算案の概要』による。
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性質別歳出

2009年度 2009年度 2010■「 理蓋 20104「』蓄 2009-2010犠

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増減率%

人件費 51,483,084 18.3 49,680,701 18.6 -3.

扶助費 36197590 12.8 46520031 17.5 28。

公債費 41398869 14.7 38631843 14.5 -6"

物件費 32,170,430 11.4 33,391,286 12.5 3.

維持補修費 3,274,819 1.2 3,092,699
，

“
-5.

補助費等 17,741,083 6.3 17)273,790 6.5 -2,

繰出金 27,356,194 9.7 27,354,777 10.2 0.

積立金 122,439 0.0 36,222 0.0 -70.

投資・出資・貸付金 282,536 0。 1 477,408 0.2 69.

投資的経費 71,972,956 25.5 54,241,243 18.8 -30.

普通建設事業費 71,490,829 25.3 49,380,142 18.5 ・ 30.

うち 補助 30,895,897 10。 9 17,952,848 6.7 -41.

戦 虫 40,594,932 14.4 31,427,294 11.8 -22.

災害復 1日事業費 482,127 0.2 861,101 0.3 78.

歳出合計 282,000,000 100。 0 266,700,000 100.0 -5.

(資料)静岡市『平成 22年度当初予算案の概要』による。

表 7 静岡市一般会計当初予算 (2009年度と2010年度) 単位 ;千円、%

歳入

2009年度 2009戦 2010在「 握芝 2010年度 2009-

2010虫「 月

当初予算 構成比 当初予算 構成比 増減率9

地方税 1,273,000,000 45,1 121,900,000 45,7 -4.

地方譲与税 2,653,000 0。 9 2,517,000 0。 9 -5。

利子割交付金 563,000 0.2 400,000 0。 2 -29.

配当割交付金 153,000 0.0 132,000 0。 0 -13,

株式等譲渡所得割交付金 68,000 0。 0 76,000 0。 0
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L方消費税交付金 7,804,000 2.8 7,072,000 2.7 -9.4

ルフ場利用税交付金 33,000 0.0 33,000 0.0 0。 0

鴇暉地方消費税交付金 100 0.0 100 0.0 0,0

動車取得税交付金 1,304,000 0。 5 1,076,000 0.4 -17.5

番油引取税交特金 5,789,000 2.0 5,220,000 2.0 -9.8

L方特例交付金等 1,439,000 0.5 1,388,000 0。 5 -3.5

L方交付税 10,400,000 3.7 12,500,000 4.7 20。 2

通安全対策費特別交付金 435,400 0.2 424000 0.2 -2.6

担金・負担金 3,009,028 3,022,059 1.1

2.5

0。 4

:用料・手数料 7,044,931 2.5 7,016,279 -0.4

ヨ庫支出金 31,754,029

10,157,265

11.3 36,390,461 13,6 14.6

5道府県支出金 3.6 11,744,130 4.4 15,6

産収入 1,449,572 0.5 1,144,488 0.5 -21,0

手附金 2,261 0.0 2,100 0.0 -7.1

畝 金 8,266,544 2.9 5,270,209 2、 9 -36.2

醸 金 3,000,000 1,500,000 -50.0

旨収入 5,797,670 2.1 5,386,974 ９

“
-7,1

L方債 53,577,200 19,0 42,485,200 15,9 -20.7

琵入合計 282,000,000 100.0 266,700,000 100.0 -5.4

署料)静岡市『平成22年度当初予算案の概要』により織

8 静岡市税収見込額 (2009～2010年度)

20091「』著 2010盗
「 層菱 2009～ 2010年度

当初予算 当初予算 増減率%
i珊 54,980,000 49,093,000 -10。 7

個人市民税 44,000,000 40,080,000 -8。 9

法人市民税 10,980,000 9,013,000 -17.9

国定資産税 54,000,000 54,023,000 0.0

登自動:葺研兇 1,000,000 1,030,000 3.0

F町村たばこ税 4,030,000 4,000,000
「

0。 7

穴産税 30 30 0.0

争別土地保有税 1,850 600 …67。 6
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入湯税 28,120 25,370 -9.8

事業所税 2,530,000 2,977,000 17.7

都市計画税 10,730,000 10,751,000 0.2

合計 127,300,000 121,900,000 -4.2

(資料)静岡市『平成22年度当初予算案の概戻』による。

図表 1 静岡市における地方交付税と臨時財政対策債の推移鰊X11～ 2010年度)

図 静岡市における地方交付税と臨時財政対策債の推移

350

300

250

億 円
 i::

100

50

1薔霊雲繁馨嚢
策傷

年度

(注)2008年度までは決算額。2009年度と2010年度は見込机

静岡市の地方交付税と臨時財政対策債 C2001～2010年度)     単位 ;億円

(資料)静岡市「決算カード」各年度版、旧清水市、旧由比町、|口蒲原町「決算

カード」及び『予算書』各年度版より作成。

2001年

度

2002

戦

2003年

度

2004年

度

2∞5年

度

2∞6年

度

2∞7年

度

2008年

度

2009年

度

2010盗

度

地方交付税 158 154 196 155 180 147 108 109 104

臨時財政対策

債

34 73 116 85 89 79 72 67 104

合計 192 227 312 2綱 269 226 180 176 208 2
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表2 静岡市における市債残高の推移 0001‐2010年度)

図 静岡市市債残高の推移(2001-2010年度)

5,000

4,000

億 円
3,000

2,000

1,000

28

年度

□臨時財政対策債等

□退職手当債

目合併特例債

団通常債

注)2008年度までは決算楓

岡市における市債残高の推移

億円

2009年度と2010年度は見込観

(2001～2010年度) 単位

20014諄

度

2002生F

度

2003年

度

20041「

度

2005年

度

20064「

度

20074F

度

20084「

度

年∞２０

度

2010

戦

蚤常債 2,637 2,576 2,550 2,511 2,419 2,376 2,338 2,333 2,376 2,310

)併特例債 0 0 82 131 159 206 282 386 549 594

聯 手当債 32 66 98 120

常時財政対

賛欝

309 399 519 597 678 742 777 803 866 993

)計 2946 2975 3151 3239 3256 3324 3429 3588 3889 4017

1資料)静岡市「決算カード」各年度版、旧清水市、旧由比町、旧蒲原町「決算

―ド」及び『予算書』各年度版より作成。
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付表1 静岡市における目的別歳出決算額の推移 (2002-2007年 度) 単位 ;千 円

2002J 2002J 2002J 20031二 ]匿 2004J 20041F 2004■
「

J

:4:1:i 決算額 決算額 決算額 決算額

争岡1 :市 静岡市 岡市 蒲原町

合』

879,453 469,147 1_348.600 1.276.587 1,213,102 72.788

133,198,860 6,546,267 139_745.127 36.034.180 26,654,480 1.200,701 27,861.18

生費 30,103,098 12,933,657 43,036,755 56.347.278 50,295,537 957.925 57.253.462

衛生 16,063,929 5,415,977 21,479,906 24.556.709 20,231,842 710,960

281,961 615,547 1.087.555 681.691 1.332 683.023

林水産業費 3,801,083 1,183,270 4,984,353 5.441,920 4,501,138 :48.171

崎エ 2,538,716 1.225,031 3,763,747 4.337,714 5.380.081 31.285

土木 : 37.527,541 17,622,093 55,149,634 50.852.365 45,873,460 497.638

「費 5,914,451 2,482,105 8,396,556 8.673.664 8,222,634 228.552 51,186

育 20,050,070 9,573,927 29,623,997 35.015.371 29,938,533 508.271

218,890 34,316 253,206 580.871 468,339 468.839

公 22,832,749 13,566,849 36,399:598 34.408.011 31.424.128 348.438 31,772,566

153,410,801 71,386,225 224.797.026 259`112.225 230,945,465 4.712.061 235.657

2005J 2005J 20051 2006■再I 2007年度
決算額

静岡市 由比町 静 田 市・ 由 比 IBl

合算額

議 会 轡 1.078.318 56.173 1.134.491 1,034,917 1.140.672

総務費 21.031.951 600.895 21.632.846 20,223,952 23.396.187

民生費 58.297.040 748.849 59.045.889 6.068.690,252 62.072.695

衛生費 20.994.825 533.348 21.528.173 21,169,905 24.403.634

労 働 598.984 598,984 695,603 662.330

L林水産業費 4.773.377 362.366 5,135,743 5,079,627 4.344,836

II 3.470.250 41.303 3.511.553 3,537,992 4.498,764

土 木 63.015.432 255.338 63.271,270 67.221,555 71,970.575

8.714.193 192.564 8.906.757 8.883.627 10860.010

F費 24.757.050 415.906 25。 172.956 28.757.317 24,657.174

災害複旧費 376.871 79.332 456.203 299.455 400,308

公 32.688.064 422.154 33,110,218 33.700.519 36.328,204

239,796.355 3.708.728 243.505.083 251,291,371 265,235,289

( ) 岡市、清水市 由比町「決算カード」各年度版よち
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57.414

27,131,814

31.424.123

674.641

611.104

241.137

811,132

31,910

71.174

2005fttj 2005」 20054二 E 20001「 1ヒ 2007【平「

決算額 決 決算額 決算額 決算額

由比町 静 田 市 ,由 比 町

合算額

50,508.041 797,259 51.305.300 49,217.005 50,859,799

30,143.582 155.891 30.299。473 31,304,807 32,819,751

32,687,892 422.154 33.110,046 33,700,519 36,828,204

271913,148 505.921 28.419,069 27,348,301 28.804.951

i修 3,160,170 37.857 3.198,027 3.521,138 3.646.103

251542,277 579.360 26.121,637 25,729,632 25,322,260

14,670,056 311.181 14,981.237 15,239,600 15_742.853

4,721,096 201.940 4.923.036 3.113,400 2.479.337

付金 2.121.449 2.121,449 |,486,440 2.426.047

墨楚 48.328.644 697.165 49,025,809 60,580,529 66.305.984

47!951,773 617.833 48,569,606 60,321,074 65.905.676

16.300.385 311,306 16,611,691 20,436,898 24.363.786

26.341.023 238.272 26.629,295 32,999,095 35.714.773

79.332 79,332 299,455 400,308

2391796,355 3.708.728 243.505,083 251,291,371 255.235.289

)静岡市、 に、蒲原町、由比町「決算カード 度版より作
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原町、由比町決算カード
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